
神奈川県少年ソフトボール連盟規約 

第一章  名称及び事務所 

   （名称及び事務所） 

第１条  本連盟は、神奈川県少年ソフトボール連盟と称し、事務所を理事長宅に置く。 

 

第二章  組織 

   （組織） 

第２条  本連盟は、神奈川県内に居住する児童を対象として構成されているチームが支部を 

つくり、その支部をもって組織する。 

    ２、本連盟は、神奈川県ソフトボール協会に所属する。 

 

第三章  目的及び事業 

   （目的） 

 第３条  本連盟は、指導者と保護者が協力して、児童の健全育成に寄与することを第一義とし、ソフトボー

ルを通じてスポーツマン精神を学び、相互の親睦を図り、併せてソフトボール技術の向上に努める

ことを目的とする。 

   （事業） 

 第４条  本連盟は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

   （１）ソフトボール大会の開催。 

       本連盟として主催する大会は、権威あるものとする。また、上部団体が主催する 

       大会には公正な予選を行って代表チームを推薦する。 

   （２）指導者の資質向上に関すること。 

       指導者として心得ておくべきことを、研修等により啓蒙する。 

   （３）この他、目的達成に必要なこと。 

 

第四章  会員 

   （会員） 

 第５条  本連盟の会員は、正会員及び役員とする。 

 第６条  正会員とは、神奈川県に居住する児童と、成人の指導者をもって構成されたチーム 

      で各支部及び本連盟に登録されたものとする。 

 第７条  正会員は、本連盟に年会費を納入する。 

 

第五章  支部 

   （支部） 

 第８条  本連盟は各市区等行政区単位に支部を設ける。ただし、少数チームの支部において 

      は、理事会の承認を得て統合した支部を設けてもよいものとする。 

 第９条  支部規約は本連盟に準じたものとする。 

 第１０条 本連盟が主催する大会に出場する各支部の代表チームは、各支部において公正な方 

法で選抜しなければならない。 

 第１１条 支部の新設は理事会の承認を要する。 

 第１２条 各支部は本連盟に年会費を納入する。 

 

第六章  役員 

   （役員） 



 第１３条 本連盟に次の役員を置く。 

      会長     １名 

      副会長    若干名 

      理事長    １名 

      副理事長   若干名 

      常任理事   若干名 

      理事     若干名 

      監事     ２名 

   （顧問及び参与） 

 第１４条 本連盟は、総会の承認を得て顧問及び参与を置くことができる。 

    ２、顧問及び参与は、本連盟の重要な事項について、会長及び理事長の諮問に応じる。 

   （役員の選出） 

 第１５条 会長、副会長は理事会で推挙し、総会の承認を得て選任する。 

    ２、理事長、副理事長は理事会で推挙し、総会の承認を得て選任する。 

    ３、常任理事は、各支部から推挙された理事を理事長が総会の承認を得て選任する。 

    ４、理事は、各支部から若干名を推薦し、理事長が総会の承認を得て選任する。ただし 

      理事長が必要と認める場合は、学識経験を有する者等の中から、総会の承認を得て 

      選任することができる。 

    ５、監事は、理事長が任命し総会の承認を得て選任する。 

   （役員の任期） 

 第１６条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

    ２、役員は、その任期が終了しても、後任者が就任するまではその職に在任する。 

    ３、補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現在者の在任期間とする。 

   （役員の職務） 

 第１７条 会長は本連盟を代表する。 

    ２、副会長は会長を補佐し、会長不在の時はその職務を代行する。 

    ３、理事長は本連盟を総括し、総会等での決定事項を執行する。 

    ４、副理事長は理事長を補佐し、各分担の職務に専念すると共に、理事長不在の時は 

      その職務を代行する。 

    ５、常任理事及び理事は、理事長の命を受け各業務を掌る。 

    ６、監事は、連盟の会計を監査する。又、理事長の命による会議に出席し意見を述べる 

ことができる。 

   （専門部） 

 第１８条 本連盟を円滑に運用するために、専門部を設置し各部に部長及び部員若干名を置く。 

      部長及び部員については理事長が任命する。 

   （１）総務部 連盟の事務、企画、支部及び会員相互の連絡協調並びに他団体との連絡に 

          関すること。 

   （２）財務部 連盟の財務に関すること 

（３）運営部 連盟が運営する業務及び各県大会においては支部運営に参画し、協力する。 

           又、各支部における大会で、運営面において本連盟に対し協力依頼があれ 

           ば参画する。 

   （４）審判部 連盟が主催する各大会の審判員の確保及び各支部における大会で、審判員 

          の要請があれば、それを手配する。 

   （５）指導部 連盟に加盟している支部及びチームに対し、本連盟の目的と事業を遂行す 

          るため、指導育成をする。また、本連盟未加盟の地域に対し、その地域で 



          活動している指導者等と折衝し、連盟への加盟推進に努力すると共に、本 

          連盟の地域拡大を図る。 

   （６）広報記録部 連盟の事業を広く連盟内外に知らしめるため、広報活動を行う。又、 

              各種大会等の記録をし、併せて広報する。  

 

第七章  会議 

   （会議） 

 第１９条 本連盟の会議は、総会、常任理事会、理事会、専門部会とする。 

   （総会） 

 第２０条 総会は、定時総会と臨時総会とし、会長がこれを招集する。 

    ２、定時総会は、年１回開催するものとし、臨時総会は、会長または理事長が必要と認 

めるとき、臨時に開催することができる。 

    ３、総会の出席者は、役員全員とする。ただし、総会には必要に応じて理事長の判断に 

      おいて、本連盟の加盟チームから１名代表者を出席させることができる。 

    ４、総会は次の事項を審議決定する。 

   （１）規約の改廃に関すること。 

   （２）事業計画及び事業報告に関すること。 

   （３）予算の議決及び決算の承認に関すること。 

   （４）役員の選任に関すること。 

   （５）その他会長、理事長が必要と認める事項。 

   （常任理事会） 

 第２１条 常任理事会は、理事長、副理事長及び常任理事をもって構成し、理事長がこれを招 

集する。ただし常任理事会には、必要に応じて理事長の判断において、他の役員等 

      を出席させることができる。 

   （理事会） 

 第２２条 理事会は、理事長、副理事長、常任理事及び理事をもって構成し、理事長が招集す 

る。ただし検討事項によっては会長、副会長の出席を求めることができる。 

   （専門部会） 

 第２３条 専門部会は、各部門において理事長からの命によるもの及び、検討事項が生じた場 

      合、部長が招集する。 

   （会議の成立等） 

 第２４条 会議は、その構成員の二分の一以上の出席がなければ成立しない。ただし、委任状 

      は出席と認める。また、専門部会を除く各会議においては、理事長が議長となる。 

    ２、会議の議決は、出席者の過半数を持って決し、可否同数の場合は議長の決するとこ 

ろとする。 

 

第八章  会計 

 第２５条 本連盟の経費は、次に掲げるものをもってあてる。 

      年会費、大会参加料、賛助金、その他。 

    ２、年会費については、次のとおりとする。 

   （１）１チーム    ２，０００円 

   （２）１支部    ２０，０００円 

    ３、大会参加料は理事会で決定する。 

   （会計年度） 

 第２６条 本連盟の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日までとする。 



 

第九章  大会 

   （大会） 

 第２７条 本連盟が主催する大会は、次のとおりとする。 

   （１）神奈川県大会（夏季、秋季、オールスター） 

   （２）関東大会予選会（夏季、選抜） 

   （３）全国大会予選会 

   （４）その他、本連盟が認めた大会 

    ２、本連盟に所属する役員及び指導者は、営利的、宗教的、政治的な効果を求めるよう 

      な大会に、児童を参加させてはならない。 

   （競技規則） 

 第２８条 本連盟が主催する大会は、（財）日本ソフトボール協会のルールを適用する。ただ 

      し主管する支部に適合した大会要項で、開催することができる。 

    ２、使用球については、次のとおりとする。 

   （１）関東、全国大会予選会    検定２号球 

   （２）各種神奈川県大会      検定２号球 

   （３）その他の大会        検定２号球 

     （ただし、各種大会内容の必要に応じ、理事会で決定することができる。） 

 

第十章  賞罰 

   （表彰） 

 第２９条 本連盟に対し、功績のあった者について表彰することができる。 

   （１）全国大会、同等の大会は、優勝、準優勝、三位のチーム。 

   （２）関東大会、同等の大会は、優勝チーム。 

   （罰則） 

 第３０条 本連盟に対し、著しく害する行為をした者、または団体については、除名あるいは 

      脱会させ、損害に対しその責任を負わせることができる。 

    ２、除名、脱会ならびに損害については、常任理事会で評議し決定する。 

    ３、前項の会議に、当該者及びその責任者を出席させ、事情聴取することができる。 

    ４、本連盟の会議への出席（この場合委任状、代理は認めない）が５割に満たない役員 

      （会長、副会長を除く）があった場合は、年度末において常任理事会を開催し、評 

議の結果、解任することができる。 

   （付則） 

 第３１条 本規約は、１９８０年４月１日より施行する。 

    ２、１９８６年 一部改訂。    ５、２００４年 一部改訂。 

    ３、１９９２年 一部改訂。    ６、２００６年 一部改訂。 

    ４、１９９５年 一部改訂。    ７、２０１１年 一部改訂。 

 ８、２０２４年 一部改訂。 

（内規） 

関東大会以上の出場権に関する内規 

１、 関東大会（選抜大会を含む）・全国大会の出場は、当該大会予選会の成績順位により、上位チーム

から順に、割り当てられた出場権を選択することにより決定する。 

２、 当初の推薦枠以上の割り当てが、上記１の確定後生じた場合、成績上位チームから順に再確認・

調整を行い再決定する。 

（関東大会と全国大会を兼ねて予選を行う場合で、全国大会の出場枠が増加した場合、関東大会出



場を選択していたチームが、出場を全国大会に変更する等を想定している。この場合、上位チー

ムの出場大会変更、下位チームの出場追加などを行う必要が生ずることになる。また、関東大会

の出場枠追加の場合も同様に、成績上位のチームから順に調整を実施する。） 

３、 ただし、神奈川県が開催地となり、開催地枠が割り当てられた場合は、開催担当の支部に出場枠

を優先して与える。 

 

本内規は、平成２１年（２００９年）５月３０日制定、即日実施。 


